
令和元年５月１日 
 
 
世 田 谷 区 長 あて 

 
 

  
住所 東京都世田谷区世田谷４－２１－２７ 
氏名 世田谷パーキング株式会社 

代表取締役 世田谷 太郎 
 

 
 

路 外 駐 車 場 廃 止 届 
 
 
 このことについて、下記のとおり廃止したので駐車場法第１４条の規定に基づき届け出ます。 
 
 

記 
 
 
 １ 駐 車 場 の 名 称  世田谷パーキング駐車場 
  
２ 駐 車 場 の 位 置  世田谷区世田谷４－２１－２７ 
  
３ 廃 止 理 由  当該地の建築工事のため 
 
 ４ 廃 止 年 月 日  令和元年５月１日 
  
 
 
 
 
 
 
 
注）1 正副二通を提出してください。（Ａ４横書） 
 
 

記入例 

印 


